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〇
国
土
交
通
省
令
第
七
十
一
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
十
九
条

の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車

両
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
登
録
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

〇
総
務
省
令
第
百
六
号

水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

及
び
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
及
び
有
線
電

気
通
信
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

電
波
法
施
行
規
則
及
び
有
線
電
気
通
信
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理

委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
十
六
号
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」

を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

有
線
電
気
通
信
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年

郵
政
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
三
号
リ
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第

二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〔
省

令
〕

〇
電
波
法
施
行
規
則
及
び
有
線
電
気
通
信
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
総
務
一
〇
六
）

J

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車

登
録
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
土
交
通
七
一
）

〇
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
七
二
）

K

〔
告

示
〕

〇
指
定
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
集
め
ら
れ

た
調
査
票
の
使
用
に
関
す
る
件

（
総
務
七
二
七
）

K

〇
戸
籍
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
に
関
す
る
件（
法
務
三
二
五
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
同
三
二
六
）

〇
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険

法
第
百
六
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
年

金
給
付
等
積
立
金
の
額
の
計
算
方
法

（
厚
生
労
働
二
六
五
）

L

〇
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
条
の
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
六
十
一
条
第
一

項
の
現
価
相
当
額
の
計
算
方
法

（
同
二
六
六
）

〇
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
の
算

出
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
六
七
）

L

〇
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
の
算

出
方
法
に
関
す
る
特
例
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
二
六
八
）

〇
中
途
脱
退
者
が
老
齢
年
金
給
付
を
受
け
る

権
利
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
現
価
相

当
額
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
二
六
九
）

M

〇
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
過
去
期
間
代
行
給
付
現
価
の

額
の
計
算
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
〇
）

〇
厚
生
年
金
基
金
令
第
六
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
特
定
基
金
が
解
散
す
る
場
合
に
お
け

る
責
任
準
備
金
相
当
額
の
特
例
の
額
の
算

定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
一
）

N

〇
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一

項
各
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
利
率
（
同
二
七
二
）

〇
地
方
競
馬
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
競

馬
場
指
定
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
一
一
四
三
）

〇
災
害
に
か
か
っ
た
農
地
に
代
わ
る
農
地
を

造
成
す
る
の
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の

額
の
算
定
方
法
を
定
め
る
件

（
同
一
一
四
四
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
同
一
一
四
五
〜
一
一
六
〇
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
六
三
二
）

Q

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
一
九
〇
、
一
九
一
）

R

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
三
三
七
〜
三
四
六
）

〔
国
会
事
項
〕

J
I

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

宮
内
庁

国
税
庁

最
高

裁
判
所

J
I

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
関
係

J
K

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
判
決
、

破
産
、
免
責
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

K
N

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

L
J

˜
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